
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度「有田みかん地域農業遺産推進協議会」 
通常総会の開催について 

 
 

令和３年２月に日本農業遺産に認定された「みかん栽培の礎を築いた有田みかんシステ

ム」の維持・保全および地域の活性化のために活動する「有田みかん地域農業遺産推進協

議会」について、令和７年度の総会を開催します。 

 

 

システムの概要 

みかん栽培を日本で初めて生計の手段に発達させるとともに、みか

ん農家・苗木農家・出荷組織が連携し、産地全体で日本一の「有田み

かん」産地を形成・維持してきた地域共同のシステム。日本で最も生

産量の多い果実であるみかんの栽培を、日本で初めて生計の手段にま

で発達させるとともに、400 年以上にわたる有田地域の発展を可能に

した。 

 

 

◆日 時  令和７年６月６日（金）１６：００～ 

※令和７年度有田・下津地域世界農業遺産推進協議会総会終了後に開催する

ため、開催時間が早くなる場合があります。 

 

◆場 所  ＪＡわかやま しもつ営農生活センター 

（海南市下津町下２２５） 

 

◆内 容  令和６年度事業報告及び歳入歳出決算について 

       令和７年度事業計画及び歳入歳出予算について 

       規約の改正について 

       その他 

 

◆出席者  有田市、湯浅町、広川町、有田川町、ＪＡ、商工観光関係者、県等 

 

令和７年５月２９日 

資料提供 

担当課 有田振興局農業水産振興課 

担当者 大橋、桑原 

電話（直通） 0737-64-1273 




